青森県市町村合併推進アドバイザー設置要綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定　平成12年 9月12日
    　　                                              改正　平成13年 3月26日
    　　                                              改正　平成17年 4月 1日
　（目的）
第１条　県民等の市町村合併に対する気運の醸成を図り、自主的な市町村合併に向けた取組みを積極的に支援するため、青森県市町村合併推進アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）を置く。
　（派遣対象団体）
第２条　アドバイザーの派遣の対象は、市町村、広域行政機構、民間団体等で、市町村合併の推進に関する取組みを行うもの（以下「派遣対象団体」という。）とする。
　（任務）
第３条　アドバイザーは、派遣対象団体の依頼に基づき、市町村合併を推進するための具体的な方策に関する助言、情報の提供等を行う。
２　前項の助言、情報の提供等の形式は、概ね次のとおりとする。
 (1)  研修会、セミナーにおける講演
 (2)  シンポジウムにおける講演
 (3)  パネルディスカッションにおけるパネラーとしての参加
 (4)　研究会等の助言者としての参画
　（登録）
第４条　県は、市町村合併の推進に必要な専門分野について豊富な知識と経験を有する者をアドバイザーとして登録しておくものとする。
　（派遣の依頼）
第５条　アドバイザーの派遣を希望する派遣対象団体は、様式第１号により、県にアドバイザーの派遣を依頼することができる。
　（派遣の決定）
第６条　県は、前条の依頼があった場合において、必要と認めるときは、派遣対象団体に対しアドバイザーを派遣する。ただし、国又は県の補助金の交付を受けて実施する事業に係る助言、情報の提供等は派遣の対象としない。
　（報告書の提出）
第７条　アドバイザーの派遣を受けた派遣対象団体は、派遣に係る事業の終了後速やかに、様式第２号によりその結果の概要を県に報告するものとする。
　（経費）
第８条　アドバイザーの派遣に要する経費は、予算の範囲内において県の負担とする。
　（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの派遣に関し必要な事項は、県が別に定める。
　　附　則
　この要綱は、平成１２年９月１２日から施行する。
　　附　則
　この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。
　　附　則
　この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。
様式第１号（第５条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
青 森 県 総 務 部
　市 町 村 振 興 課 長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依頼者　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　
青森県市町村合併推進アドバイザーの派遣について
　標記について、青森県市町村合併推進アドバイザー設置要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり市町村合併推進アドバイザーの派遣を依頼します。
記
１　助言、情報の提供等を求める内容
２　派遣希望年月日　　平成　　年　　月　　日（　）～平成　　年　　月　　日（　）
３　派遣希望者
４　研修会等の名称及び開催場所
５　研修会等の対象者及び参加予定人数
注１　助言、情報の提供等を求める内容については、具体的に記載すること。
注２　派遣希望者については、特に希望がない場合については、記入の必要はないこと。
注３　派遣依頼は、派遣希望日の概ね１ヶ月前までに行うこと。
様式第２号（第７条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
青 森 県 総 務 部
　市 町 村 振 興 課 長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依頼者　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　
青森県市町村合併推進アドバイザーの派遣結果について
　標記について、青森県市町村合併推進アドバイザー設置要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり市町村合併推進アドバイザーの派遣結果について報告します。
記
１　派遣されたアドバイザー氏名
２　派遣年月日実績　　平成　　年　　月　　日（　）～平成　　年　　月　　日（　）
３　研修会等の名称及び開催場所
４　研修会等の対象者及び参加人数
５　助言、情報の提供等を受けた事項
６　助言、情報の提供等に基づいて講じる措置
７　その他特記事項
